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平成２７年第４回青森市議会定例会提出案件 

 

件                    名 
提出 

件数 

予 算 案 

 

○ 平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 5号） 

 

○ 平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 27 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 27 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

○ 平成 27 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3号） 

 

○ 平成 27 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 平成 27 年度青森市深沢第一財産区特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

条 例 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 青森市個人番号の利用に関する条例の制定について 

 

○ 青森市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 

○ 青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

○ 青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市土地改良事業負担金等徴収条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

○ 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 
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単 行 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 契約の締結について（議会棟耐震補強及び大規模改修工事） 

 

○ 契約の締結について（富田ポンプ場建築工事） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立すみれ寮） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあいの館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 
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単 行 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲通り路上駐車場） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲

田丸及び青森港旅客船ターミナルビル） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 

 

○ 黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組

合規約の変更について 

 

○ 市道の路線の廃止について 

 

○ 市道の路線の認定について 

 

 

     計 
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報  告 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 ２ 

合      計 ６４ 
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○ 予算案 

 

議案第１７２号 平成 27 年度青森市一般会計補正予算（第 5号） 

 

議案第１７３号 平成 27 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

議案第１７４号 平成 27 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4 号） 

 

議案第１７５号 平成 27 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第１７６号 平成 27 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 3号） 

 

議案第１７７号 平成 27 年度青森市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号） 

 

議案第１７８号 平成 27 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 4号） 

 

議案第１７９号 平成 27 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号） 

 

議案第１８０号 平成 27 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８１号 平成 27 年度青森市病院事業会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８２号 平成 27 年度青森市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１８３号 平成 27 年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１８４号 平成 27 年度青森市深沢第一財産区特別会計補正予算（第 1 号） 

 

 

○ 条例案 

 

議案第１８５号 青森市個人番号の利用に関する条例の制定について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

施行に伴い、個人番号の利用について必要な事項を定めるため、制定しようと

するものである。 

 

議案第１８６号 青森市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 

地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を定める

ため、制定しようとするものである。 
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議案第１８７号 青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

特別職の職員の報酬額を改定するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１８８号 青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

地方税法の一部改正に伴い、換価の猶予に係る申請期間等を定める等のため、

改正しようとするものである。 

 

議案第１８９号 青森市土地改良事業負担金等徴収条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

土地改良事業負担金等に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する規定を

整理するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１９０号 青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

北東北ウェルカムカードの利用の終了に伴い、所要の整理をするため、改正

しようとするものである。 

 

議案第１９１号 青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所

要の改正をしようとするものである。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１９２号 契約の締結について（議会棟耐震補強及び大規模改修工事） 

 

場  所    青森市中央一丁目２２番５号 

工事内容    耐震補強及び内外装改修工等一式 

契約の相手方  相互建設工業株式会社 

        （代表取締役 正木 耕平） 

契約金額    ２５５，７１１，６００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １８，９４１，６００円） 

完  工    平成２９年１２月２２日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の

取得及び処分に関する条例第２条 
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議案第１９３号  契約の締結について（富田ポンプ場建築工事） 

 

場  所    青森市富田一丁目地内 

構  造    鉄筋コンクリート造 ２階建 

延べ床面積   １,７０９.５７㎡ 

契約の相手方  株式会社桜井工務店 

        （代表取締役 川﨑 幸治） 

契約金額    １６８，２６４，０００円 

        （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

                        １２，４６４，０００円） 

完  工    平成２８年１２月１７日予定 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の

取得及び処分に関する条例第２条 

 

議案第１９４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立すみれ寮） 

 

青森市立すみれ寮の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字平岡７４６番地 

            名称 社会福祉法人敬仁会 

               （理事長 丹野 智有） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第１９５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 

 

青森市立後潟児童館、青森市立戸山児童館、青森市立野内児童館、青森市立

高田児童館、青森市立安田児童館、青森市立相野児童館、青森市立平新田児童

館、青森市立三内児童館及び青森市立奥内児童館の指定管理者の指定をしよう

とするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市本町四丁目１番３号 

            名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

               （会長 前田  保） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第１９６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立浪岡中央児童館等） 

 

青森市立浪岡中央児童館、青森市立五本松児童館、青森市立王余魚沢児童館、

青森市立女鹿沢児童館、青森市立平川児童館、青森市立吉野田児童館、青森市
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立杉高児童館及び青森市浪岡高齢者いきいきセンターの指定管理者の指定をし

ようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字五本松字羽黒平３１番地 

            名称 特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎 

               （代表理事 佐藤 道留） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第１９７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあいの館） 

 

青森市ふれあいの館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市中央二丁目１７番６号 

            名称 青森市身体障害者福祉連合会 

               （会長 大橋 孝治） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第１９８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター等） 

 

青森市総合福祉センター、青森市福祉増進センター及び青森市中央デイサー

ビスセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市本町四丁目１番３号 

            名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

               （会長 前田  保） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第１９９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 

 

青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定をしようとするものであ

る。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１番地１０６ 

            名称 青森アドセック株式会社 

               （代表取締役 小林 正基） 
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         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２００号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 

 

青森市古川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市古川三丁目７番１４号 

            名称 青森市古川市民センター管理運営協議会 

               （会長 山田 政元） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０１号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 

 

青森市沖館市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市沖館一丁目１番１１号 

            名称 青森市沖館市民センター管理運営協議会 

               （会長 和田  恵） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 

 

青森市森の広場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字山田６１６番地２ 

            名称 新城縁故者委員会 

               （委員長 坂本 昌俊） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 

 

青森市西部工業団地多目的施設の指定管理者の指定をしようとするものであ

る。 
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         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字新城字平岡２５８番地９ 

            名称 株式会社城ヶ倉観光 

               （代表取締役 宮本 健四郎） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２０４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 

 

青森市ふれあい農園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 

            名称 青森農業協同組合 

               （代表理事組合長 井上 主税） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２０５号 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 

 

南北後潟館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字後潟字平野１７番地７ 

            名称 南北後潟館管理運営協議会 

               （会長 神山 昌則） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０６号 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 

 

野木ふるさと館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字野木字山口１４０番地２ 

            名称 野木ふるさと館管理運営協議会 

               （会長 櫻田 清明） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 



－１０－ 

議案第２０７号 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 

 

牛館ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字牛館字松枝８４番地３ 

            名称 牛館ふれあいセンター管理運営協議会 

               （会長 棟方 昇二） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０８号 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 

 

女鹿沢農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡３５番地２ 

            名称 女鹿沢農村コミュニティーセンター連絡協議会 

               （会長 平野 良弘） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２０９号 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 

 

銀農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字銀字前田３６９番地１ 

            名称 銀町内会 

               （会長 福山 喜代憲） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１０号 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 

 

増館農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１ 

            名称 増館町内会 
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               （会長 須藤 章輝） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１１号 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 

 

五本松農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字五本松字羽黒平４０番地１ 

            名称 五本松農村センター管理委員会 

               （会長 有馬 黎明） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１２号 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 

 

吉野田農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字吉野田字 田３７１番地４ 

            名称 吉野田町内会 

               （会長 一戸  悟） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１３号 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 

 

徳長農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字徳才子字福田４番地１ 

            名称 北部農業構造改善センター管理運営委員会 

               （会長 工藤  實） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

 

 

樋 



－１２－ 

議案第２１４号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 

 

郷山前農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字郷山前字上野２８番地５ 

            名称 郷山前町内会 

               （会長 三橋 兼明） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１５号 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 

 

孫内農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字孫内字北原２３番地２ 

            名称 孫内町会 

               （会長 我満 勝彦） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２１６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 

 

青森市営八甲田放牧地第一牧場、青森市営八甲田放牧地第二牧場、青森市営

八甲田放牧地第三牧場、青森市営八甲田放牧地育成牧場及び青森市営柴森山放

牧場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字合子沢字松森２４５番地１ 

            名称 東青畜産農業協同組合 

               （代表理事組合長 清田  健） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２１７号 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 

 

月見野森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字高田字日野２６番地２ 
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            名称 森林組合あおもり 

               （代表理事組合長 奥谷 俊治） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２１８号 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 

 

浅虫温泉森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字浅虫字蛍谷５３番地 

            名称 浅虫林業振興協議会 

               （会長 溝上  信） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２１９号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 

 

郷山前農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字郷山前字上野２８番地５ 

            名称 郷山前町内会 

               （会長 三橋 兼明） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２０号 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 

 

杉沢農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字杉沢字井ノ上１１番地 

            名称 杉沢町内会 

               （会長 石村  基） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２１号 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 

 

本郷農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 



－１４－ 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字本郷字篠原１１番地１ 

            名称 本郷町内会 

               （会長 奥瀬 金蔵） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２２号 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 

 

北中野農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字北中野字天王９４番地 

            名称 北中野町内会 

               （会長 伊藤 芳男） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡交流センター） 

 

青森市浪岡交流センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字細田１０５番地１ 

            名称 青森市浪岡商業協同組合グループ 

               （理事長 倉内 清已） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２２４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲通り路上駐車場） 

 

青森市八甲通り路上駐車場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市橋本一丁目７番３号 

            名称 東洋建物管理株式会社 

               （代表取締役社長 七尾 嘉信） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 



－１５－ 

議案第２２５号 公の施設の指定管理者の指定について（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

及び青森港旅客船ターミナルビル） 

 

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸及び青森港旅客船ターミナルビルの指

定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市勝田二丁目２４番７号 

            名称 特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ 

               （理事長 渡部 正人） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第10条 

 

議案第２２６号 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 

 

下石川ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字下石川字平野７２番地２ 

            名称 下石川町内会 

               （会長 小笠原 勝實） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２７号 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 

 

なごやかプラザ福田の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡福田二丁目４番地３ 

            名称 福田町内会 

               （会長 野呂 一則） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２８号 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 

 

下町幸永会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字細田１０２番地１０ 
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            名称 下町町内会 

               （会長 成田 將夫） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２２９号 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 

 

浪岡茶屋町会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字浪岡字林本７９番地２ 

            名称 茶屋町町内会 

               （会長 永井 三雄） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２３０号 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 

 

増館健康センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字増館字宮元１００番地１ 

            名称 増館町内会 

               （会長 須藤 章輝） 

         指定の期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第 10 条 

 

議案第２３１号 黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務の変更及び黒石地区清掃施設組合

規約の変更について 

 

 黒石地区清掃施設組合の共同処理する事務及び同組合の規約の変更について

協議するためのものである。 

 

関係法令   地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条 

 

議案第２３２号 市道の路線の廃止について 

 

旭町二丁目２７号線ほか３１路線の市道を廃止しようとするものである。 

 

総延長   ５，６４２．９ｍ 



－１７－ 

総面積   ３１，４４７㎡ 

関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項 

 

議案第２３３号 市道の路線の認定について 

 

新田６４号線ほか６１路線を市道として認定しようとするものである。 

 

総延長   ９，７２０．０ｍ 

総面積   ６０，８１１㎡ 

関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

○ 報 告 

 

報告第４１号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負に関する契約について、工事施工上変更を余儀な

くされる部分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      青森市立金沢小学校屋外教育環境整備工事 

契約金額     （変更前）１２２，７５１，４１８円 

         （変更後）１２２，６９６，６４０円 

         （減 額）     ５４，７７８円 

専決処分年月日  平成２７年１１月１０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４２号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、そ

の報告をするものである。 

 

事故発生年月日 平成２７年１０月４日 

損害賠償額   １０，８００円 

専決処分年月日 平成２７年１１月１０日 

関係法令    地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

 

 


